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○ 取扱い 

 ペニシリン系、セフェム系、キノロン系、マクロライド系の注射薬で効

能・効果に適応疾患として記載がない例において、次の傷病名に対する抗

生物質製剤【注射薬】又は合成抗菌剤【注射薬】の算定は、原則として認

められない。 

 ⑴ 急性胃腸炎、胃腸炎、急性腸炎、腸炎 

 ⑵ 慢性上気道炎、慢性咽喉頭炎 

 

○ 取扱いの根拠 

 抗生物質製剤は細菌又は真菌に由来する抗菌薬、合成抗菌薬は化学的に

合成された抗菌薬で、共に細菌感染症の治療において重要な医薬品である。 

 急性胃腸炎と胃腸炎には細菌性とウイルス性があり、急性腸炎と腸炎は、

ウイルスや細菌が原因となる感染性腸炎と非感染性腸炎に分類される。い

ずれの疾患についても、ウイルスによる感染頻度が最も高い。また、慢性

咽喉頭炎を含む慢性上気道炎は種々の原因により生じ、細菌感染が関与す

る場合には一般的には経口薬が使用されるため、上記医薬品の臨床的有用

性は低いと考えられる。 

 以上のことから、上記傷病名に対する抗生物質製剤【注射薬】又は合成

抗菌薬剤【注射薬】の算定は、原則として認められないと判断した。 

 


